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（引用 滋賀県のＨＰ） 

地方分権改革・地域主権改革とは 

 

地方分権改革や地域主権改革は、

「国が全国一律・画一の基準を定め

て指導するという体制ではなく、地方

が、各地の個性を活かした特色ある

地域づくりを実現し、地域の実情に

応じた施策が主体的に実行されるよ

うにすること」を目指しています。 

 

 


